
- 1 - 

令 和 ４ 年 ９ 月 ６ 日 
長 野 県 司 法 書 士 会 

 
第１０回「高校生の一日司法書士」実施報告書  

 
１ 事業名  
  高校生の一日司法書士  
 
２ 開催日時  
  令和４年８月８日（月）午前 10 時～午後４時 30 分  
 

３ 開催趣旨 

  司法書士の前身である代書人制度が誕生した明治５年（1872 年）８月３日に因

み、日本司法書士会連合会は、毎年８月３日を「司法書士の日」と定めています

が、当会では、司法書士の日を記念して、これからの社会の担い手となる高校生

に、キャリア教育の一環として、司法書士の使命や職務の内容を知っていただい

て職業選択の機会としてもらうとともに、司法書士が深く関わってきた登記、裁

判等の制度や社会的活動を理解していただいて今後の社会生活に役立ててもらう

ことを目的として、長野県教育委員会のご後援をいただき、長野地方法務局なら

びに長野地方裁判所のご協力のもと、本事業を企画しました。 

当会では、司法書士制度誕生 140 周年にあたる平成 24 年度（2012 年度）より

毎年この事業を開催しており（令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響を

考慮し中止とさせて頂きました）、今回は１０回目の開催となります。 

 

４ 参加生徒数 

  本年度は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を十分に講じた上で、北

信・東信地区の高等学校の１、２学年生を対象として募集したところ、長野県屋

代高等学校（男子２名・女子２名）、長野県長野南高等学校（女子２名）、長野県

上田高等学校（女子１名）、長野県篠ノ井高等学校（女子１名）、長野県須坂高等

学校（男子１名）、長野県岩村田高等学校（女子１名）から１０名の生徒の皆さん

にご参加いただきました。 

 
５ 日程 

  後掲のとおり  
 
６ 内容 

（１）長野県教育会館 委嘱式・司法書士業務の説明 

① 目的 

    司法書士の使命・職務内容を知ってもらう。  
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② 体験内容 

   主催者である長野県司法書士会会長丸山孝一より、司法書士制度の歴史にも

触れながら開会の挨拶があり、続いて参加生徒に委嘱状を交付し、一日司法書

士がスタートしました。  
   まず、司法書士業務の概要について説明する内容のＤＶＤ（約 20 分）を視聴

した後、当会の運営委員による講義を受講してもらいました。  
（２）司法書士事務所 

① 目的 

    司法書士事務所を見学し、職務内容の理解を深める。  
② 体験内容 

    長野県教育会館での説明の理解を深めてもらうために、近隣の司法書士事

務所を訪問し、実際に事務所の雰囲気及び書類作成の風景を見てもらい、ど

のような場所でどのように仕事をしているかを見学してもらいました。  
（３）法務局 

① 目的 

    司法書士の業務である登記申請手続き等を扱う法務局を訪問し、法務（登

記）行政の解説を受け、司法書士の役割について理解を深める。  
② 体験内容 

    法務局の職員から業務の概要の説明を受けた上で、法務局の見学を行いま

した。見学をしたのは、司法書士業務に関係の深い不動産や法人登記申請書

を受け付けて登記処理する部門と、登記簿や地図の証明書を発行する部門で

す。司法書士の業務が、どのように関わっているのか理解を深めてもらいま

した。旧公図や閉鎖登記簿等の本物を閲覧させてもらうことが出来ましたの

で登記制度の歴史を感じることが出来たと思います。特に、高校生たちは、

旧公図を熱心に見ていて、関心が高かったようです。  
    また、実際に業務に携わっておられる職員からの、仕事のやりがいや適性

などの説明についても非常に熱心に耳を傾けていました。  
（４）裁判所 

① 目的 

    司法書士の業務である裁判所における各種手続きについて理解を深めるた

めに裁判所を訪問する。  
② 体験内容 

    裁判所書記官から裁判所の概要及び司法書士の係わりの説明を受けた上で、

当会の運営委員が模擬裁判を実演し、どのように民事裁判が行われるか具体

例をもとに理解してもらいました。この模擬裁判では、実際の簡易裁判所の

裁判官、書記官にそれぞれ、裁判官役、書記官役を演じていただいたことも

あり、緊張感があるものになり、高校生たちも見入っている様子でした。模

擬裁判に続いて、裁判官から、生徒達からの質問に直接回答をいただくこと

が出来ました。  
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更に、通常座ることが出来ない法廷の裁判官席に法服を着用して座るとい

う体験もすることが出来ました。参加した高校生にとっては、とても良い経

験になったと思います。  
（５）長野県教育会館 座談会 

  ① 目的 

    一日の体験を終えての気づきを振り返り、参加者間において共有するとと

もに、生徒達からの質問に司法書士が答える。 

② 体験内容 

参加生徒の全員に発言の機会を設ける進行としたため、全員が主体的に関

われる有意義な座談会となりました。  
高校生に司法書士から話を聞くことが出来る機会を設け、事前に高校生か

ら出された質問に答えるとともに高校生から直接質問を受けて回答をさせて

いただきました。   
 
７ 参加していただいた高校生の感想 

  当日は、感想文の原稿用紙と返信用封筒を参加生徒に配り、後日感想文を返送

するよう課題を出しました。  
寄せられた感想のうち、主なものは次のとおりでした。  

① 法律に関わる仕事に興味を持っていたので、実際に司法書士事務所や法務局

に行ったり、模擬裁判を見ることができて楽しかった。  
② 法務局の担当の方が明るい方で、国家公務員や法律関係の仕事に就いている  

人に持っていた真面目で堅そうなイメージががらりと変わった。  
③ 模擬裁判で、裁判の雰囲気や緊張感を体験することが出来た。司法書士の方々

のアドリブのおかげでリラックスして見ることが出来た。  
④ 日々模擬裁判のような裁判をしている裁判官のすごさを実感した。  
⑤ 司法書士が法廷で話す姿は見ていてとても格好良かった。  
⑥ 法律を使用して人々を助ける仕事は格好いいなと思った。  
⑦ 現役の司法書士のお話を聞いて、詳しい仕事内容、やりがいや大変な事など

自分が調べただけでは得られないことを知ることができた。  
⑧ 司法書士を今後の職業選択の一つに加えることができるように、今のうちか

ら勉強していきたい。  
 

８ まとめ 

  本年度は、１０回目の実施となりました。新型コロナウイルス感染症の影響を

考慮し募集地区を北信・東信地区に限定したにもかかわらず、１０名の生徒に参

加いただき、当日はマスクの着用や手指消毒、座席間隔の十分な確保等、できる

限りの感染対策を実施の上、皆様に司法書士の業務を体験していただくことが出

来ました。毎年のことですが、参加した高校生の皆様の参加意識が高く、また、

将来について真剣に考えている方が多いと感じました。企画した側とすればうれ
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しい限りです。  
  今回も司法書士の業務を知ってもらうために、司法書士の業務についての説明

をした上で、司法書士事務所、法務局及び裁判所の順番で見学しました。机上の

説明だけではなく、実際の現場を見学していただくことにより具体的なイメージ

をつかんでいただけたのではないかと思います。特に法務局及び裁判所の協力を

得られ、普段入ることが出来ない法務局執務室内における実際の登記処理及び旧

公図等の見学や裁判所の法廷での模擬裁判の傍聴等の体験が出来たことは、参加

した高校生にとって非常に良い経験になったと思います。  
  長野県司法書士会では、今後も高校生の期待に応えるため、引き続き同様の事

業を実施していく予定ですが、運営側でも更に工夫をし、より多くの高校生に参

加いただけるような、魅力的な企画をしていきたいと考えております。 

  最後になりますが、法務局、裁判所及び長野県教育委員会をはじめ、ご協力、

ご後援いただきました多くの関係者の皆様に感謝申し上げ、ご報告とさせていた

だきます。  
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８ 当日の様子 

 

（１）主催者挨拶 

 

 

 

（２）記念撮影 
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（３）ＤＶＤの解説・業務の概略説明 

 

 

 

（４）司法書士事務所見学 
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（５）法務局見学 

 

 

 

（６）裁判所見学 
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（７）座談会 

 


